
加入金表  令和４年４月１日改定 ※毎年度４月１日以降の申込み分から適用 

 
 

◎増径の場合：新口径の加入金が、旧口径の工事の際納入された加入金と比較して高くなる場合に、その差額を請求します。 

 【例】（糸魚川区域）令和２年度に 13㎜で新設、令和５年度に 20 ㎜に増径する場合 

 26,400円－22,000 円＝4,400円を請求 


